
公益財団法人 明るい選挙推進協会

●　「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公

明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。そして、こ

れを進めるための行政と民間が一体となった運動を「明るい選挙推進運動」といいます。

　　明るい選挙推進運動は、①選挙違反のないきれいな選挙を行うこと、②有権者がこぞって投

票に参加すること、③有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、政

党の政策などを見る眼を養うこと（政治意識の向上）を目的とした運動です。

●　明るい選挙推進運動の発端は戦後の選挙違反の増大でした。その数は減ってきていますが、

皆無になったわけではありませんし、政治家の寄附禁止に関する事件は今日でも後を絶たな

い状況です。

　　一方、近年は投票率の低下が大きく、運動の重点はこちらに移ってきています。特に、若

い世代の投票率の低さには憂うべきものがあります。若い世代に政治や選挙に対して関心を

もってもらうこと、投票率を向上させることは焦眉の課題です。

●　平成23年には、50年以上続いてきたこの運動の現状と課題を明らかにし、時代に即した

常時啓発事業のあり方を研究・検討するために「常時啓発事業のあり方等研究会」が総務省

に設置されました。その最終報告書では、「今や社会的知識の欠如や政治的無関心では通用

しない社会になっている。政治を決めるのは最終的には有権者の資質である。数多くの課題

に対処し、適切な選択を行うためには、高い資質を持った主権者、すなわち、国や社会の問

題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく新しい主権者像が求められ

ている」とし、「これからの運動は、あらゆる世代において自立した主権者をつくることを目指し、

新たなステージ「主権者教育」に向かわなければならない」と提言しています。

　　この提言を受け、全国各地で、明るい選挙推進協議会の委員や推進員の方々が、様々な

活動に取り組んでいます。
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　私たちが、よりよいくらしを願って、私たちの代わりにその
思いを実現してくれる人々を選ぶ、それが「選挙」です。
　ところが若い有権者を中心に投票を棄権する人が後を絶た
ず、特に地方選挙では投票率が50％を割ることも珍しくあり
ません。国やまちの行方を決める選挙が、一部の人の意見で
決まってしまっては、健全な民主主義社会とは言えません。
　ベストな候補者がいなければ、ベターな候補者を選ぶなど、
棄権することなく、大切な一票を有効にいかすために、この冊
子で「選挙」について学んでいきましょう。

　国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、
市区町村議会議員のような公職に就く人を投票で選ぶこと。
日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免する
ことは、国民固有の権利である」とし、また「公務員の選挙に
ついては、成年者による普通選挙を保障する」と規定していま
す。私たちが選挙をするにあたっては、その行為を誰からも侵
されてはならないし、侵すこともできないのです。そしてこの
理念に基づく選挙が行われることによって、わが国の民主政治
が支えられています。
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1.禁錮以上の刑に処せられその執行を
終わるまでの者

2.禁錮以上の刑に処せられその執行を
受けることがなくなるまでの者（刑の
執行猶予中の者を除く） 

3.公職にある間に犯した収賄罪により刑
に処せられ、実 刑期間経 過後5年間 

（被選挙権は10年間）を経過しない者。ま
たは刑の執行猶予中の者 

4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に
処せられ、その刑の執行猶予中の者

5.公職選挙法等に定める選挙に関する
犯罪により、選挙権、被選挙権が停止
されている者

6.政治資金規正法に定める犯罪により
選挙権、被選挙権が停止されている者

※知事・都道府県議会議員の選挙において、同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合、従来は１回に限り、選挙権を認めることとされていまし
た。（2回以上住所を移した場合に当該都道府県の選挙の選挙権を失うこととされていました）。これは選挙権の有無の認定が技術的に困難であったな
どの理由からですが、住民基本台帳ネットワークが構築されたことにより、住所を移した回数にかかわらず、都道府県の区域内に引き続き住所を有して
いる事実は確認可能となったことから、平成28年12月の改正により同一都道府県内に引き続き住所を有している者について、市町村を単位として2回
以上住所を移した場合にも都道府県の選挙の選挙権が認められることとなりました。

　明治22年に大日本帝国憲法が制定されるのに伴い、衆議院議員選挙法が定められました。このとき、選挙権は、
満25歳以上の男子で15円以上の国税を納める者に限られており、明治23年に初めて行われた衆議院議員総選
挙の有権者数は45万人で、当時の総人口の約1.1％に過ぎませんでした。
　その後、大正１４年に普通選挙法が成立。納税要件が廃止され、満25歳以上の男子の全てが選挙権を有する、
男子による普通選挙が実現しました。
　第二次世界大戦後の昭和20年に衆議院議員選挙法が改正され、満20歳の男女すべてに選挙権が認められ、完
全普通選挙制度が確立されました。
【18歳以上に選挙権年齢引下げ】
　平成19年に憲法改正手続きに関する法律が成立し、投票権年齢は18歳以上とされました。ただし、附則で、施
行日までの間に公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢など関連法の規定について見直し、必要な法制上の
措置を講じることとされました。しかし関連法の見直しができずに施行期日が過ぎてしまったため、平成26年に
同法が改正され、投票権年齢は4年後から自動的に18歳以上になるようにするとともに、引き続き公選法等関連
法の見直しを行うこととされました。これを受け、平成27年6月17日、民法の成人年齢に先行して選挙権年齢を

「満20年以上」から「満18年以上」に引き下げる公選法の改正案が成立しました。選挙権年齢の改正では昭和
20年以来、実に70年ぶりの改正でした。（平成27年6月19日公布、平成28年6月19日施行）
　諸外国では選挙権年齢が満18歳以上である国がほとんどで、我が国でも若者の声が、より政治に反映されるこ
とが期待されます。

「選挙権の歴史」

　私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利を
有します。

皆さんの

被選挙権は、皆さんの代表として国会議員や知事・都道府県議会議
員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。
ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えている
ことが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
（選挙権の表を参照してください。）
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ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えている
ことが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
（選挙権の表を参照してください。）



選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民

で、その住民票がつくられた日（他の市区町村からの転入者は転入届をした日）から引き続

き３箇月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。選挙人名簿への登

録は、毎年３月、６月、９月、１２月（登録月）の１日に定期的に行われるとともに（定時登

録）※、選挙の際にも行われます（選挙時登録）。

これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿

への登録がされることになりました（平成28年6月19日施行）。

・旧住所地における住民票の登録期間が３箇月以上である17歳の人が転出後４箇月以内

に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が３箇月未満

である場合。

・旧住所地における住民票の登録期間が３箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に

登録される前に転出をしてから４箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が

３箇月未満である場合。

これにより住所の移動に伴う選挙人名簿への未登録が防止され、住所を移動した場合にお

いても、旧住所地において投票する、または旧住所地の選管に不在者投票用紙の請求を

行い、現住所地で投票することができるようになりました。

　選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委
員会が作成し、管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿
のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使
われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

※以前は登録基準日が登録月（3月、6月、9月、12月）の1日で、翌2日が登録日とされていましたが、平成28年12月の改正により定時登録の登録基準日
と登録日が同一日とされました。併せて登録月の1日が休日の場合は、翌開庁日に繰り延べることができるようになりました（選挙期間中を除く）。

※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
　選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

※以前は選挙人名簿の内容確認手段について、新たに選挙人名簿に登録された有権者の氏名、住所および生年月日を記載した書面を登録後の一定期間縦
覧に供していました。しかし縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていること等から、平成28年12月の改正により縦覧を廃止
し、選挙人名簿の内容を確認する手続を閲覧に一本化することとされました。

(4)

2

6 7

場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の５日後までの間は原則として閲覧できません。

必要

必要な場合

な場合

国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったとき

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人はただちに名簿から抹
消されます。

登録されるべきでなかった者が誤って登録されていることが判明したとき

他の市区町村に転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出
日から４箇月を経過したとき
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参議院議員の半数を選ぶための選挙です。
参議院に解散はありませんから、常に任期満了（6年）によるものだけです。
ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年
に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。
参議院議員の定数は248人で、うち100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出
議員ですが、半数改選のため、各通常選挙で選出される議員数は、比例代表選出議員50
人、選挙区選出議員74人です。

（改選定数50人）

（改選定数74人）

3

北海道
3

秋田
1

青森 1

埼玉 4

千葉
3

栃木
1

群馬
1

長野
1岐阜

1

富山 1
石川
1

福井
1

滋賀
1京都 2

茨城
2

東京
6

神奈川
4

新潟
1 福島 1

静岡
2

愛知
4

山梨
1

三重
1

鳥取・島根
1

山口
1

徳島・高知 1

愛媛
1

佐賀 1

長崎
1

熊本
1

大分
1

沖縄
1

兵庫
3岡山

1
広島
2

福岡
3

宮崎
1

奈良
1

和歌山
1

鹿児島
1

香川 1

大阪
4

山形
1

宮城
1

岩手
1

8 9

※平成27年の公職選挙法の改正により4県2合区を含む10増10減が導入され、平成28年参議院議員通常選挙か
ら適用されました。併せて上記改正法附則においては、平成31年の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直
しについて必ず結論を得る旨が規定されました。

　これを受け、各党間での議論を経て平成30年7月に選挙区選挙における定数増（2人）による較差の縮小および比
例代表選挙における定数増（4人）と特定枠制度の導入を内容とする改正が行われました（平成30年7月25日公
布、平成30年10月25日施行）。比例代表選挙については、これまでの非拘束名簿式を基本的に維持しつつ、全国
的な支持基盤を有するとはいえないが国政上有為な人材あるいは民意を媒介する政党がその役割を果たす上で
必要な人材が当選しやすくなることを目的に特定枠制度が導入されました。

それぞれの任期や
選挙期日の詳しい
説明はP12～13を参照
してね。

　「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。ひとつは、どんな公職の人

衆議院議員総選挙

総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶため
に行われる選挙のことです。小選挙区選
挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われ
ます。総選挙は、衆議院議員の任期満了
（4年）によるものと、衆議院の解散によっ
て行われるものの2つに分けられます。
衆議院議員の定数は465人で、うち289
人が小選挙区選出議員、176人が比例代
表選出議員です。

北海道
12

秋田
3

青森 3

埼玉 16
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14
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5
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5
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5
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5
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3
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滋賀
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京都
6
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2
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4
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19

山形
3

宮城
5
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12

19

23

19

10

21

28

10

6

20

各都道府県別選挙区数
（定数289人）

衆議院小選挙区選挙

※衆議院議員小選挙区の都道府県別定数配分は、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき、「アダ
ムズ方式」により行うこととされています。

　比例代表の選挙区（ブロック）別定数配分も同様です。
　令和２年大規模国勢調査の結果に基づく、小選挙区の区割り改定（25都道府県140選挙区（5都県で定数が
１～5増加、10県で定数が１減少））と比例代表の選挙区別定数の改正（2ブロックで定数が1～２増加、3ブ
ロックで定数が１減少）が行われています（令和4年12月28日施行、施行日以後の総選挙から適用）。

176
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地方公共団体の長と議会の議員の選挙で、任期満了の日が近いものを、全国的に期日を統一して
行う選挙を統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また、選挙の円滑
かつ効率的な執行を図る目的で、昭和22年からこれまで4年ごとに行われています。

地方選挙

の選挙などがそう。
また、最高裁判所裁判官国民審査の
投票は、衆議院議員総選挙と一緒に
行われるのよ。

水防事務組合の議会の議員

3

●再選挙（選挙のやり直しや当選人の不足を補う） 
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選
の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われ
る選挙です。1人でも不足するときに行われるものと、不足が一定数に達したときに行われるものが
あります。

●補欠選挙（議員の不足を補う）
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選（繰り上げる場合がある）によって
も議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかない
かという点が違います。ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効と
なった場合は、再選挙となります。
※国の選挙の場合、補欠選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。

●増員選挙（議員の数を増やす） 
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。

※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6カ月以内に当該選挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が
定数の3分の2に達しなくなったときを除いて、行わないこととされています。

再選挙・補欠選挙を行う際に必要な当選人の不足数・議員の欠員数

衆議院（小選挙区選出）議員 1人 1人

衆議院（比例代表選出）議員
①定数の1/4超
②選挙無効による場合は、1人以上

定数の1/4超

参議院（比例代表選出）議員
①定数の1/4超（13人以上）
②選挙無効による場合は、1人以上

定数の1/4超（13人以上）

参議院（選挙区選出）議員 1人以上
定数の1/4超（埼玉、東京、神奈川、
愛知、大阪2人以上、その他1人以上）

都道府県議会議員
①2人以上（1人区では1人）
②選挙無効による場合は、1人以上

2人以上（1人区では1人）

市町村議会議員
①定数の1/6超
②選挙無効による場合は、1人以上

定数の1/6超

上記、不足または欠員は、1の選挙区（選挙区がない場合は選挙の行われる区域）における人数です。
再選挙における「当選人の不足及び議員の欠員を通じての数」は「当選人の不足数（上記）」、および
補欠選挙における「議員の欠員及び当選人の不足を通じての数」は「議員の欠員数（上記）」と同じであるため、省略しました。
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4

●衆議院議員･･･任期4年（解散あり）
総選挙の期日から数えます。任期満了による総
選挙が任期満了前に行われたときは､前任の議
員の任期満了の翌日から数えます。

●参議院議員･･･任期6年（解散なし）
前任の議員の任期満了の翌日から数えます。
通常選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日
後に行われたときは､通常選挙の期日から数え
ます。

●都道府県議会議員および
　市区町村議会議員・・・任期4年
一般選挙の期日から数えます。任期満了による
一般選挙が任期満了前に行われた場合で､前任
の議員が任期満了の日まで存在したときは、そ
の任期満了の日の翌日から数えます。しかし、
選挙後に前任の議員のすべてがいなくなったと
きは､その日の翌日から数えます。

選挙の期日から数えます。任期満了による選挙
が任期満了前に行われた場合で、前任者が任期
満了の日まで在任したときは、その任期満了の
日の翌日から数えます。しかし、選挙後に前任者
が欠けたときは、その日の翌日から数えます。

知事、市区町村長が任期満了前に退職を申し出
て、その退職の申し出によって行われた選挙の
場合、退職を申し出た前任者が再び当選したと
きは、その任期は前回残した任期しかないもの
とされています。

衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議
会議員の補欠議員（補欠選挙で議員になった
人）は、それぞれその前任者が残した任期を引き
継ぎます。また、地方公共団体の議会の議員の
増員選挙によって議員になった人は、一般選挙
で選ばれた議員の任期と同じになります。

選挙で選ばれた議員や地方公共団体の長は、一定の期間、その公職に就
いて皆さんのために働くことになります。この定められた期間を「任期」と
いいます。議会の解散や本人の退職などがない場合は、「任期」が満了す
るまでその職に就きます。それぞれの任期と任期満了までの数え方（任期
の起算）は、次のとおりです。
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参議院合同選挙区選挙管理委員会

の中央選挙管理会は、総務省に設置された特別の
機関です。

　私たちの意思が、正確に政治に反映されるためには、選挙が公正に行わ
れなければなりません。そのため選挙は、公的な機関の人々によって常に厳
しく管理されています。正しい選挙を見守ることは、民主主義を守り、そし
て私たちのくらしを守ることなのです。

5

14 15

●主な職務
衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道
府県の議会の議員および知事の選挙に関する事
務の他、土地改良区の役員や総代の選挙に関す
る事務なども管理します。その担任する事務に
関し、市区町村の選挙管理委員会に助言・勧告
します。

各選挙ごとに各投票所に置かれ、その選挙の投票に関する事務を行います。具体的には、投票用紙
の交付、代理投票の許容、選挙人の確認、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持などで
す。投票管理者は、有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任されます。

各選挙ごとに置かれ、その選挙の開票に関する事務を行います。具体的には、投票の点検、投票の効
力の決定、開票結果の選挙長への報告、開票録の作成、開票所の秩序維持などです。
開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任されます。

各投票所において投票事務の執行に立ち会い、投
票が公正に行われるよう監視します。具体的には、
投票手続きの立ち会いや投票箱の送致の立ち会い
などを行います。その人数は、2人以上5人以下（期
日前投票立会人は2人）です。

開票事務の執行に立ち会い、開票が公正に行われ
るよう監視します。具体的には、開票手続きの立ち
会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述など
を行います。その人数は、３人以上１０人以下です。

●主な職務
参議院選挙区選挙について、二つの都道府県の
区域を合わせた選挙区が、平成27年7月の改正
により置かれることとなりました。これに伴い、
当該選挙区内にある二つの都道府県は、共同し
て参議院合同選挙区選挙管理委員会を設置し、
選挙区選挙に関する事務を管理します。その担
任する事務に関し、二つの都道府県内の市区町
村の選挙管理委員会に助言・勧告します。

●主な職務
市区町村の議会の議員および長の選挙に関する
事務を管理するほか、国政選挙をはじめ、すべて
の選挙について投開票事務を行うとともに、選
挙人名簿の作成・管理を担当します。指定都市の
区の選挙管理委員会は、市区町村選挙管理委員
会の職務の多くの部分を担当します。

●組織
委員数は8人（当該二つの都道府県選管の委員
全員）、任期は各都道府県選管委員の任期。委
員長は、委員の中から互選されます。
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いったん立候補した後に立候補を辞退できるのは、立候補の届出期間中に限られています。立候補の
辞退は文書で選挙長に届け出なければなりません。衆議院、参議院の比例代表選挙では、選挙の期日
の10日前までの間に文書で選挙長に届け出れば、政党等は名簿を取り下げることができます。

立候補届には本名（戸籍上の氏名）を記載しますが、本名以外で広く通用している通称がある場合、
立候補届と同時に「通称使用の申請」をして、申請が認められれば、立候補者名の告示、選挙公報の
氏名、政見放送の氏名などに通称が使用できます。通称使用が認められた場合でも、候補者が選挙運
動の中で本名を使用するのは自由ですし、投票の際に有権者が本名を書いても投票は有効です。ま
た、本名を仮名書きにする場合も通称使用の申請をする必要があります。

　公職選挙法では、当選人になるには、まず立候補しなければならないと定
められています。 実際に、国の選挙や地方公共団体の選挙は、お互いに面
識のない大勢の有権者によって行われますから、候補者が決まっていなけ
れば、誰を選んでよいか判断がつかないでしょう。そうした現実的な理由
からも、私たちの選挙では立候補制度がとられています。
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選挙長は、立候補届の記載と添付書類に問題がなければこれを正式に受け取ります。これを立候補
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また、複数の重複立候補者がいる場合には、これらの重複立候補者は比例代表選挙での「当選
人となるべき順位」を同順位にすることもできます。
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※ここでいう「市区」の「区」は東京23区を指します。
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文書図画とは、文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてをいいます。文書図面による選挙運動
は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、特に詳細な規制があります。選挙運動に使える
文書図画は、次のものだけで他のものを使うことは禁止されており、選挙の種類ごとに使うことが
できる文書図画が定められています。また、有権者に選択材料を提供するため、「選挙公報」も配布
されています。

選挙運動ができる期間は、「公職選挙法」により定められています。立候補届が受理された時から、
選挙期日の前日までです。この期間中も、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、午前８時から
午後８時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は、事前運動として、
禁止されています。また、選挙期日当日の選挙運動が禁止されていることにも注意してください。

立候補の届出前はできないこと立候補の届出前でもできること

「公正さを保つため、
　公務員など選挙運動ができない人もいます。」

　選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を

投じる判断の基礎となるものです。しかし、選挙運動を無制限に認めると、

その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあります。そこ

で、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。

選挙運動は原則として誰でも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。

または書籍

●年齢満18歳未満の者

を
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平成25年4月の法改正により、国政選挙、地方選挙においてインターネットを使った選挙運動がで
きるようになりました。

インターネット選挙運動

①有権者は、ウェブサイト等（ホームページ、ブログ、X（旧ツイッター）やフェイスブック等のSNS、
動画共有サービス、動画中継サイト等）を利用した選挙運動が可能となりましたが、電子メール
（SMTP方式および電話番号方式）を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

②候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動が可能になりました。

22 23

インターネット選挙運動で禁止されていること（例）

報道等でインターネット選挙運動のことを「ネット
選挙」と略すこともあったため、「インターネットを
利用して投票をすることができる」と勘違いしてい
る方がいるようね。
総務省がインターネット選挙運動の解禁後に調査を
行ったところ（インターネットモニター調査・標本
2000）、「インターネットを利用して投票すること」
に対し、「できない」と正答した方は51.9％に留まり、
半数近くの方は、「できる（18.8％）」と誤答したり
あるいは「わからない（29.3％）」と答えています。
インターネットを利用して投票ができることではな
いので注意してね。

●有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限られます。
有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することも
できません。

●年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること
年齢満 18 歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。

●ＨＰや電子メール等を印刷して頒布すること
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運
動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。

●選挙運動期間外に選挙運動をすること
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日に立候補の届出がされ
てから投票日の前日までしかすることができません。

有権者

電子メール

×

ウェブサイト等 電子メール

有権者 候補者 政党等

有権者が電子メールで
選挙運動を行うことは禁止。

※氏名、電子メールアドレス
等の表示義務

※一定の記録の保存義務
※電子メールアドレス等の表示義務

ホームページ・ブログ・SNS（X（旧ツイッター）・フェイスブック等）
動画共有サービス・動画中継サイト等

自らアドレスを通知し、受信
に同意した相手等送信先には
一定の制限があります。（注）●電子メールアドレス等とは、電子メールその他のインター

ネット等を利用する方法により、その者に連絡する際に
必要となる情報であり、具体的には、返信用フォームの
URLやX（旧ツイッター）のユーザー名などが含まれます。

　　●電子メール（SMTP方式および電話番号方式）以外の通
信方式を用いて、SNSのユーザー間でやり取りするメッ
セージ機能は「ウェブサイト等」に含まれます。

△△花子〈△△△@△△.ne.jp〉
----------------------------------
このたびの選挙では
是非○○さんを
当選させましょう。
----------------------------------

○○太郎〈○○○@○○.ne.jp〉
---------------------------------------
私は、このたびの選挙に
出馬しました○○太郎です。
～～～～～～～～～～～。
～～～～～。
清き一票を、お願いします。

△△花子   〈△△△@△△.ne.jp〉

　このたびの選挙では
　是非○○さんを
　当選させましょう。

○○太郎   〈○○○@○○.ne.jp〉

　私は、このたびの選挙に
　出馬しました○○太郎です。
　清き一票を、お願いします。

 このたびの選挙では、
○○さんを

 当選させよう。

私に清き
一票を！

○○党へ
投票して
ください！
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※これ以外の選挙運動のための演説会はすべて禁止されており、開催できません。

各選挙の候補者または衆議院議員選挙の候補者名簿を届け出た
政党は、演説者が所定の標旗を立て、その場にとどまった状態で街
頭演説を行うことができます。衆議院議員選挙では、このほかに候
補者を届け出た政党が、停止した選挙カー（船舶）の上や周辺で街
頭演説を行うことができます。いずれの場合も、時間は午前8時～
午後8時で、電車や駅構内、病院等では禁止されるなどの場所的な
制限もあります。

演説会、街頭演説の場所、選挙カー（船舶）の
上で行うことができます。選挙カー（船舶）上で
の連呼は、午前８時～午後８時の間に限られて
います。

選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶とお茶うけ程
度の菓子のほかは禁止されています。ただし、衆議院の比例代
表選挙以外の選挙では、選挙運動に従事する者および選挙運動
のために使用する労務者に対するものであれば、限られた数と
単価の弁当を提供できます。
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※選挙運動とは（昭和 52 年 2 月 24 日 最高裁判決）
　公職選挙法における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若
しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである。
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※選挙運動とは（昭和 52 年 2 月 24 日 最高裁判決）
　公職選挙法における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若
しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである。



　お金のかからない選挙となるよう、選挙運動費用の支出に最高限度額を定
める制度が設けられています。また、選挙運動費用の一部を公費で負担す
る制度があります。選挙運動費用の内容は、収支報告書によって公開され、
誰でも見ることができます。

公職選挙法では、たとえば、国の選挙で
は国と、地方公共団体の選挙ではその団
体と、請負などの関係にあるものは、そ
の選挙に関して寄附をすることは禁止さ
れているの。また、政治資金規正法では、
寄附をしてはならない者や寄附の上限額
について定めているわ。

提出された報告書は3年間保存され、
誰でも閲覧することができます。

出納責任者を選任して、 選挙管理委員会
（参議院議員比例代表選挙にあっては、 中央選挙管理会。 参議院合同
選挙区選挙にあっては参議院合同選挙区選挙管理委員会。 以下同じ。）

に届出。

出納責任者は会計帳簿を備え、
選挙運動に関するすべての収入、支出および寄附を記載

選挙運動費用の会計
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市区議会議員

町村議会議員

町村長

市区長

※特定枠名簿登録者を除く

名簿届出政党等

28 29

（候補者の法定選挙費用）

（候補者の法定選挙費用）

選挙運動の一部は選挙管理委員会などによって行われ、その費用は、国や地方公共団体が負担しま
す。また、候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度があります。これは、お金のかからな
い選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されている制度です。公
営となる内容は、選挙の種類によって異なります。

法定選挙費用とは、選挙運動費用として支出することができる最高限度額のことで、選挙費用が莫
大にならないように設定されているものです。これを超えて支出すると、出納責任者に罰則が科せら
れるとともに、連座制により候補者の当選も無効となる厳しいものです。法定選挙費用は、選挙の種
類によって異なり、選挙人名簿に登録されている有権者数※に人数割額を乗じて得た額と固定額の合
算した額となります。

※ここでいう「市区町村」の「区」は東京23区を指します。
できるもの

※町村議会議員選挙及び町村長選挙については、令和2年12月12日以降告示される選挙から、選挙運動用自動車の使
用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成について、条例による選挙公営の対象となりました。
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　政党など政治活動を行う団体の政治活動のうち、その態様や効果が選

挙運動と紛らわしいものには一定の制限が設けられます。

※衆議院議員選挙には確認団体制度はありませ
んが、候補者や候補者名簿を届け出た政党等は、
その立場で選挙運動を行うことができます。

党などの

党等や
などの

30 31

政治活動は、本来自由であるべきものです。しかし、選挙がないとき
の政治活動でも、政治活動なのか選挙目的なのか判断しにくいもの
が多いため、立候補予定者の名前や後援団体の名称を記載した立札、
看板、ポスターなどの文書図画掲示には数や規格などの制限が設け
られています。

ただし、参議院議員、都道府県知事、都道府県議会議員、指定都市議会議員、市長、特別
区の区長の選挙では、確認団体に限り、選挙時も一定の条件下で次の活動をすることが
できます。

参議院議員選挙では、確認団体に所属す
る候補者と所属しない候補者との均衡を
図るため、「推薦団体」が推薦演説会を
開催できます。

例） 無所属の候補者を推薦する団体
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票区には、1つの投票所が設けられます。ただし、平成28年4月の
改正により同じ市区町村の有権者なら誰でも利用できる「共通投
票所」を設けることができるようになりました。詳しくは最寄りの選
挙管理委員会におたずねください。

選挙を支える最も重要な基本は何か。それは、私たちが自分の一票を無駄

32 33

明日はいよいよ投票日ね。
誰に投票するかも決めたし、
準備は万端よ。

投票所には
何時くらいに行こうか？

あ、ごめんなさい。
お友達と行こうって
約束しているの。

それはいいけど、きちんと
自分の決められた投票所に
行かないと…
ご近所さんでも投票所が
違うこともあるから。

それなら大丈夫！
投票所が同じことは確認済よ。

それならよかった！
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34 35

投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じます。ただし、市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情
がある場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰上げ・繰下げ（閉鎖時刻は繰上げだけ）ができ
ます。

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、
補助者2名が定められ、その１人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう１人が、指示どおり
かどうか確認します。（平成25年5月の法改正により補助者は「投票事務に従事する者」に限定され
ました。）
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるように
なっています。

私たちの選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が
採用されています。ただし、地方公共団体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投
票」を採用できます。これは、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、○の印をつけて投票す
るものです。
※国政レベルでの大規模な選挙で自書式を採用しているのは、先進国の中では日本だけです。

自書式投票の例外として、電磁的記録式投票機を用いた投票（電子投票）が可能となる電磁的記録式投
票法が平成14年2月に施行されました。地方公共団体が条例で定めた場合には、その地方公共団体の
議会の議員および長の選挙について電子投票を採用することができます。

平成28年4月の改正によりそれまでの補助者、介護者、幼児などのほか、児童、生徒その他の18歳未
満の者が選挙人と一緒に投票所に入れるようになりました。

投票所への同伴

　投票時間や投票所入場券、投票所の立ち入りなど、「投票」についての

仕組を覚えて、あなたの一票を有効に生かせるようにしましょう。
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原則、都道府県の区域（鳥取県・島根県、 徳島県・高知県はそれぞれ
2 県の区域）で行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。

政党の総得票数は、名簿に登載さ
れた候補者個人の得票と政党の
得票を合算したものになります。

全国を単位に行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。
候補者名に代えて政党名を記載して投票することもできます。

36 37

※ドント式については、P49を参照してください。

政党の得票数に基づいてドント式※により各政党の当選人の数が決まり、
各名簿の当選人の数までの順位のものが当選人となります。

【当選順位のイメージ】（特定枠α人）
第１位　候補者 X
第２位　候補者 Y
　　　・
　　　・

第α＋１位　候補者 A
第α＋2 位　候補者 B
　　　・
　　　・

289

特定枠記載者を名
簿記載の順位のと
おりに当選人とす
る

特定枠以外の者に
ついて得票数の最
も多い順

政党の総得票数に基づいてドント式により各政党の当選人の数が決まり、
特定枠に記載されている候補者を名簿記載の順位のとおりに当選人とし、
その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次当選人とな
ります。
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仕事や旅行などで、投票日当日に投票所に行けない方は期日前投票のほか不在者投票をすることが
できます。このうち選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町
村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その
施設内で不在者投票ができます。

（1）名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

●不在者投票の手続

38 39

選挙期日に選挙権を持つことになるけど、選挙期日前の投票を

行おうとする日には、まだ選挙権を持っていない人（たとえば、選

挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前は17歳の人など）は、

期日前投票をすることができないけど、名簿登録地の市区町村

の選挙管理委員会において不在投票をすることができるわ。

（2）指定病院等における不在者投票
手続は（1）とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票
は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※平成25年5月の法改正により指定病院等の不在者投票には、市区町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせる等の不在者

投票の公正な実施確保の努力義務が設けられました。

午前8時30分から午後8時までです。
但し、平成28年4月の改正により開始時刻の2
時間以内の繰り上げまたは終了時刻の2時間
以内の繰り下げができるようになりました。※ 

選挙権の有無は、期日前投票を行う日現在に
認定され、これにより選挙期日前であっても投
票用紙を直接投票箱に入れることができま
す。期日前投票を行った後に、他市区町村への
移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失っ
たとしても、有効な投票として取り扱われま
す。

　投票所での投票のほかに、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行など
で住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさま
ざまな状況を考慮した投票の仕組があります。

●対象となる投票 
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対
象となります。

●投票対象者
選挙当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等
の用務があり、投票に行けないと見込まれる方
です。投票の際には、これら一定の事由のいず
れかに自分が該当する旨の宣誓書を提出しま
す。

●投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選
挙期日の前日までの間です。※ 

●投票場所 
市役所などに設けられる期日前投票所です。各
市区町村に１力所以上設けられています。※ 

※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間
で投票期間や投票時間が異なることがあります。

投票用紙の請求

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会

郵送されてきた投票用紙等を受け取り

そのまま最寄りの選挙管理委員会に持参
（封筒の中の不在者投票証明書は開封し
ない、投票用紙に予め記入しない）

最寄りの選挙管理委員会

①不在者投票記載場所で投票用紙に記入
②投票用紙を内封筒に入れて封をする。
③その内封筒を外封筒に入れて封をし、
外封筒の表面に署名をする。

④不在者投票管理者に提出

不在者投票請求書・宣誓書に記載されて
いる送付先住所に投票用紙等を送付。

①不在者投票請求書・宣誓書に必要事項
を記入し、名簿登録地の市区町村の選
挙管理委員会に直接または郵送等によ
り提出（各市区町村の判断で、オンライ
ン請求も可能）。

②請求は公示（告示）日前からできる。
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※上肢、視覚の障害が1級、
特別項症、第1項症、第2項
症であっても、郵便等による
不在者投票をすることができ
る選挙人の手続（上記参照）
を行っていなければ、代理記
載制度による郵便等投票を
行うことはできません。

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙
制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿
に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録には「出国時申請」と「在外公館申請」の２つの方法があります。
●出国時申請
　最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、当該市区町村から直接国外に転出す
る場合には、国外転出時に当該市区町村の選挙管理委員会に対して登録の申請（出国時申請）を行
うことが、平成28年12月の改正によりできることとなりました。
●在外公館申請
　現在の住まいを管轄する在外公館（大使館・領事館）の領事窓口で行います。実際に登録されるた
めには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録
の申請については、3カ月経っていなくても行うことができます。
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方

方 方

（3）郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。交付され
た投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市
区町村選挙管理委員会に送付します。

一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶
（指定船舶）に乗船する船員・実習生には、何通りかの不在者投
票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって
投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票
用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。また、洋上投
票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
※実習生が洋上投票を行う場合には地方運輸局等から交付される練習船実習生証明書
を添付の上、居住する市区町村の選挙管理委員会に申請して選挙人登録証明書の交付
を受けることが必要です。
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在外公館等に申請書提出

在外公館等に出向き投票
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対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き３カ月以上その者の住所を管轄する領事官
の管轄区域内に住所を有する者です。

対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録さ
れている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日
までの間です。

●在外選挙人名簿の登録の流れ

（２） 在外公館申請

（1） 出国時申請

国外転出届を出す際に
申請書提出

国外転出後に
在留届提出

審査・登録

在外選挙人証送付
在外選挙人証送付

在外選挙人証発行１
３

4

5

2

6

（※）

（※）

（※）

※在外選挙人証の交付の迅速化の観点から、令和６年７月１９日より、市区町村の選挙管理委員会から在外公館等に送付された
　在外選挙人証データを在外公館が印刷して交付する方法に変更となります。
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投票が終了し投票所が閉鎖されると、各投票区の投票管理者から投票箱、その鍵、投票録などが開
票管理者に届けられます。開票管理者は、開票所でこれらが間違いなく送致されたかを点検した後
に受領し、開票開始時刻まで保管、以下の手順で開票が開始されます。
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投票管理者は、投票が行われる際に、選挙人が本人であるかどうかを確認できない場合や、選挙
権を持っていないと認めたときは、投票を拒否します。この拒否に対して、その選挙人が不服を
申し立てた場合や、拒否または拒否しないことに投票立会人が異議のある時などには、投票管
理者は、選挙人に仮に投票を行わせます。これを、「仮投票」といいます。仮投票では、選挙人に
通常の投票用紙に記載させたうえで仮投票用封筒に封印して、投票箱に入れます。代理投票の
場合にも、代理投票を申し出て断られた選挙人に不服がある時や、代理投票を認めたことに対し
て投票立会人に異議がある場合は、代理記載によって仮投票を行います。複雑ですが、どちらも
選挙の公平と公正を期すための大切な制度です。

【選出方法】
その選挙の候補者や名簿届出政党等が各
開票区の全部又は一部をその区域に含む
市区町村の選挙人名簿の中から、本人の承
諾を得てそれぞれ1人を定め、市区町村の
選挙管理委員会に届け出ます。届け出が
10人を超えたときは、くじで10人にします。

【具体的な職務】
開票手続の立ち合い、開票管理者が行う投
票の効力の決定に際しての意見陳述など。
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たとえば、鈴木一郎と鈴木二郎という候補者がいた場合、 「鈴木」とだけ書いた投票は、 どちらの
候補者を書いたのかわかりませんから、 前頁の基準に照らすと無効になるはずです。 しかし、 
公職選挙法では、 例外的にこのような投票を有効としています。 いま仮に、 その開票区におい
て、 鈴木一郎の有効投票である票数と、 鈴木二郎のそれとの比率が7対3であったとすれば、 こ
の「鈴木」とだけ書いた投票は0.7票を鈴木一郎の、 0.3票を鈴木二郎の得票とします。 これを

「投票の按分」といいます。 按分は、 候補者に対する投票では、 同一の氏名、 姓、 または名の候補
者が複数ある場合に起こります。 政党等に対する投票でも、 同一の名称または略称がある場合
に起こります。 投票はきちんと書くように心がけたいものですね。

●所定の投票用紙を使用していないもの。投票用紙を取り違
えたもの（例えば衆議院選挙の際に、小選挙区選挙と比例代
表選挙の投票用紙を取り違えてしまうと無効になります）。

●立候補していない者、立候補を禁止されている者、被選挙権
のない候補者、資格のない政党等が届け出た候補者など、
適格な候補者でない者の氏名を書いた投票。

●2人以上の候補者の氏名を書いた投票。
●候補者の氏名のほか、他事を記載した投票（候補者の職業、
身分、住所、敬称の類は、ここでの他事には当たりません）。

●自書していない投票（代理投票は自書ではありませんが有効
です）。

●どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票。
●単なる雑事、記号等を記載した投票。
●白紙、つまり記載がない投票。
注）これらは「自書式投票」の場合です。「記号式投票」では大筋は同じですが、ここ
では省略します。

●候補者の氏名と、他の政党等※1の名称・略称を記載した投票。
●候補者の氏名を記載して投票した場合については、基本的に
左ページの①と同じです。※2

●政党等の名称または略称を記載して投票した場合について
は、基本的に上の②と同じです。※2

※1　「他の政党等」とは、その候補者名が載っている候補者名簿を提出した政党以
外の政党等のことです。

※2　他事を記載した投票について、特定枠名簿登録者の順位を記載した場合も、
ここでの他事にはあたりません。
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（２）特定枠※２の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし、名簿記載の順位の
通りに当選人となります。その他の名簿登載者についてはその得票数の多い順に当選人が決まり
ます（得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います）。

※１総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計です。
※2特定枠を設けるかどうか、また設けた場合、何人とするかは、各政党等が自由に決めることができます。

特定枠の候補者の氏名を記載した投票は、政党等への投票とみなされます。

※1

（１）選挙区（ブロック）ごとに政党等の得票数に比例して、政党等の当選人の数が決まります。
（２）政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、

その順に当選人が決まります。
（３）上記の順位を「同順位」と定められている候補者（Ｐ19 選挙ミニ知識参照）の間の順位は、「惜敗率※」の

高い順になります。
※小選挙区選挙での最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合。

48 49

得票数（または総得票数）
※１「選挙長」：その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会が選任します。
※２「選挙立会人」：選任方法は開票立会人と同じです。ただし、届出先は選挙長です。

※有効投票の総数をその選挙でその選挙区から出すべき当選人の数で割って得た数の、さらに６分の１（地方公共団体の選挙では４分の１）です。
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選挙違反を犯した場合には、犯罪として裁かれるだけでなく、連座制によ

50 51

買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。

り、利益誘導を促した場合も処罰されます。

詐偽

どで正当な理由なく、有権者が投票するのに指示したり勧誘し
たりして投票に干渉したり、または投票内容を知ろうとするこ
となども処罰されます。

あなた、それは実際の選挙
だったら買収罪といって立派
な選挙違反よ！買収罪は応じ
た方も罰せられるの。生徒会
の選挙とはいえそういうこと
はしてはいけないわ！

学校で「どうしても
生徒会の役員になりたいから
私に１票いれて！
ケーキおごるから！」
って言われちゃった☆

選挙運動に関する制限をはじめ、選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには
罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。

あなたたち、それは実際の
選挙だったら買収罪といって
立派な選挙違反よ！買収罪は応じ
た方も罰せられるの。生徒会
の選挙とはいえそういうこと
はしてはいけないわ！ ん、呼んだか？

私もお父さんと
ケンカ中に、
プレゼントにつられて
許しちゃったこと
あるけどね☆

そうよね…。
これからは
気をつけるわ。

うふふ。
今日は得しちゃったなぁ。

学校で「どうしても
生徒会の役員になりたいから
私に1票いれて！
ケーキおごるから！」
って言われちゃった☆

あらご機嫌ね。
どうしたの？

ボクは缶ジュースを
おごってもらったよ
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連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の
選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者自身はその選挙違反にかかわっていなくて
も、その責任を問う制度です。

52 53
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選挙の手続や当選人の決定等に対して不服がある場合、異議を訴えるた

15

※ここでいう「市区町村」の「区」は東京23区を指します。

※提訴は、いずれの場合も都道府県選挙管理委員会を被告として、その所在地を管轄する高等裁判所で行います（参議院合同選挙区選
　挙については参議院合同選挙区選挙管理委員会が被告）。ただし、衆議院・参議院の比例代表選挙については、被告は中央選挙管理
　会となり、東京高等裁判所への提訴となります。
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政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの
時候のあいさつ（電報も含む）を出すのは、「答礼のた
めの自筆によるもの」以外は禁止されています。ま
た、政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつす
る目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料
広告（いわゆる名刺広告など）を出すと処罰されま
す。このような広告を出すように求めることも禁止さ
れています。

政治家（候補者、立候補予定者、現に公職にある者）と私たち有権者との

56 57

16

【参考】（公職の候補者等の寄附の禁止）公職選挙法第199条の２　公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を
含む。以下この条において「公職の候補者等」という。）は、当該選挙区（選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条におい
て同じ。）内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはそ
の支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習
会その他の政治教育のための集会（参加者に対して饗（きょう）応接待（通常用いられる程度の食事の提供を除く。）が行われるようなもの、
当該選挙区外において行われるもの及び第 199条の５第４項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるもの
を除く。以下この条において同じ。）に関し必要やむを得ない実費の補償（食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。）
としてする場合は、この限りでない。
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憲法改正国民投票 憲法改正国民投票

58 59

17

憲法改正国民投票の仕組み

　日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の３分の２以上の賛成を経た
後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。この憲法改正のための国民投
票の具体的な手続を定めたものが「日本国憲法の改正手続に関する法律」です。

（1）日本国憲法の改正手続に関する法律

　満18歳以上の日本国民が投票権を有します。

（2）国民投票の投票権

（3）国民投票の流れ

憲法改正の発議後60 日から 180 日以内
※具体的な期日は，国会にて議決されます。

国民に憲法改正案の提
案がされる。
※内容において関連する事項
　ごとに区分して発議されま
　す。

先議の議院
原案の提出を受け、憲法審査会で
の審査・本会議における可決を経
て、後議の議院へ送付します。

後議の議院
憲法審査会での審査を経て、本
会議にて可決。

憲法改正の発議

国民投票期日の決定

衆議院議員 100 名以上の賛成
参議院議員   50 名以上の賛成

本会議での可決
衆議院および参議院本
会議にて総議員の3 分
の2 以上の賛成で可決。

憲法審査会※での審査
両議院憲法審査会の合
同審査も可能です。
※憲法改正原案等を審査す
　る常設機関

憲法改正原案の発議

衆参両議院にて憲法改正原案 可決

※賛成投票数と
反対投票数の
合計数

広報周知・国民投票運動
広報周知

国民投票運動

国民投票の効果
憲法改正が国民に承認されるのは賛成投票の数が投票総数※の

2 分の1を超えた場合

投　票

内閣総理大臣は，
直ちに憲法改正の公布のための手続をとります。

憲法改正の公布の手続

投票結果は、官報で告示されます。

投票国会

開票

　憲法改正案に対し、賛成または反対の投票をするよう、
またはしないよう勧誘することを「国民投票運動」といい
ます。国民投票においては、投票が公正に行われるための
必要最小限の規制が定められています。また、国民投票運
動は、表現の自由等と密接に関連するため、国民投票運動
に関する規制や罰則の適用は、これらの自由を不当に侵害
することがないよう留意することとされています。

国民投票広報協議会の設置
各議院の議員から委員を10人ずつ選任
　憲法改正案の内容や賛成意見および反対意見などを掲
載した国民投票公報の原稿や、投票記載所に掲示する憲
法改正案要旨を作成するほか、テレビやラジオ，新聞な
どで憲法改正案等の広報を行います。

総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市区町村の選
挙管理委員会
　国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民
投票の手続に関して必要な事項を国民に周知します。

投票方法
　投票は、憲法改正案ごとに一人一票となります。投票用紙に記載された
賛成または反対の文字を○の記号で囲み、投票所の投票箱に投函します。
　また、投票に当たっては、期日前投票（投票期日前14日に当たる日から）
や不在者投票、在外投票などが認められています。
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■参議院議員通常選挙・年代別投票率の推移（選挙区）■衆議院議員総選挙・年代別投票率の推移（中選挙区・小選挙区）

資料 資料

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに142～188投票区を抽出し、調査したものです。　※第24回の18・19歳の投票率は、全数調査による数値です。
※衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙の争点は新聞等のマスコミ報道によるものです。

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに144～188投票区を抽出し、調査したものです。
※第48回の18・19歳の投票率は、全数調査による数値です。
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■参議院議員通常選挙・年代別投票率の推移（選挙区）■衆議院議員総選挙・年代別投票率の推移（中選挙区・小選挙区）

資料 資料

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに142～188投票区を抽出し、調査したものです。　※第24回の18・19歳の投票率は、全数調査による数値です。
※衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙の争点は新聞等のマスコミ報道によるものです。

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに144～188投票区を抽出し、調査したものです。
※第48回の18・19歳の投票率は、全数調査による数値です。
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資料 資料

１ 「第49回衆議院議員総選挙全国意識調査‐調査結果の概要‐」より

①「令和３年10月の衆院選について、あなたはどれくらい関心がありましたか」

④「あなたは小選挙区選挙で、政党の方を重くみて投票しましたか、それとも候補者個人を重くみて投票しましたか」

②「あなたはふだん、国や地方の政治についてどの程度関心を持っていますか」

③年代別棄権理由
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今住んでいる所に選挙権がないから
選挙にあまり関心がなかったから
解散の理由に納得がいかなかったから
政党の政策や候補者の人物像など、違いがよくわからなかったから
適当な候補者も政党もなかったから
支持する政党の候補者がいなかったから
私一人が投票してもしなくても同じだから
政治のことがわからない者は投票しない方がいいと思ったから
選挙によって政治はよくならないと思ったから
マスコミの事前予測を見て、投票に行く気がなくなったから
天候が悪かったから
その他
わからない
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２ 「第25回参議院議員通常選挙における若年層の意識調査」より

①親との投票体験の有無×投票行動
　親と投票に行った経験のある人とない人に分けて、参院選での投票行動を見てみると、「ついて
いったことがある」人は「ついていったことはない」人より「投票に行った」と回答した割合が20ポ
イント以上高かった。

②住民票を移しているか。
　実家を離れて暮らす調査対象者に住民票を移しているか、尋ね、さらに学生と社会人等のグルー
プに分けて集計したところ、住民票を移している学生の割合は3割程度であった。
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公益財団法人 明るい選挙推進協会

●　「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公

明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。そして、こ

れを進めるための行政と民間が一体となった運動を「明るい選挙推進運動」といいます。

　　明るい選挙推進運動は、①選挙違反のないきれいな選挙を行うこと、②有権者がこぞって投

票に参加すること、③有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、政

党の政策などを見る眼を養うこと（政治意識の向上）を目的とした運動です。

●　明るい選挙推進運動の発端は戦後の選挙違反の増大でした。その数は減ってきていますが、

皆無になったわけではありませんし、政治家の寄附禁止に関する事件は今日でも後を絶たな

い状況です。

　　一方、近年は投票率の低下が大きく、運動の重点はこちらに移ってきています。特に、若

い世代の投票率の低さには憂うべきものがあります。若い世代に政治や選挙に対して関心を

もってもらうこと、投票率を向上させることは焦眉の課題です。

●　平成23年には、50年以上続いてきたこの運動の現状と課題を明らかにし、時代に即した

常時啓発事業のあり方を研究・検討するために「常時啓発事業のあり方等研究会」が総務省

に設置されました。その最終報告書では、「今や社会的知識の欠如や政治的無関心では通用

しない社会になっている。政治を決めるのは最終的には有権者の資質である。数多くの課題

に対処し、適切な選択を行うためには、高い資質を持った主権者、すなわち、国や社会の問

題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく新しい主権者像が求められ

ている」とし、「これからの運動は、あらゆる世代において自立した主権者をつくることを目指し、

新たなステージ「主権者教育」に向かわなければならない」と提言しています。

　　この提言を受け、全国各地で、明るい選挙推進協議会の委員や推進員の方々が、様々な

活動に取り組んでいます。

明るい選挙推進運動について

公益財団法人 明るい選挙推進協会
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